
 

 
○ 特別会計においては不要不急の事業が行われているのではないか等の様々な指摘を踏まえ、総ざらい的な検討を実施し、基本的考え方を整理。  
○ 全ての特別会計を対象として、５０項目を上回る具体的方策を提言。（別紙（概要）５３項目）  
○ 特別会計に関する説明責任（アカウンタビリティー）の強化を図る必要。  
○ １６年度予算において実行に着手するとともに、今後とも、見直しの基本的考え方を踏まえ、必要な方策の具体化に不断の努力を行っていくことが必要。  
○ 財政制度等審議会において、国民的視点に立ったガバナンスを強化する観点から、着実かつ的確なフォローアップを実施。

○ 事務事業等の見直し 
   
国全体としての歳出の効率化・合理化を図る観点から、固有の財源の有無 
に関わらず、事務事業の廃止を含めた見直しや事業コストの縮減等を行う。

 
【具体例】 
・雇用保険３事業の縮減・合理化（勤労者福祉施設の早期廃止、その他施設

の新規建設の抑制・運営効率化等）                  〔労働保険特別会計〕 
・福祉施設の独立採算の徹底、赤字施設の廃止等       〔厚生保険、国民年金特別会計〕  
・米の生産調整関連事業の一般会計での直接措置化・繰入れの縮減 
                                            〔食糧管理特別会計〕 
・土地の先行取得事業に対する貸付けの限定・縮減 

      〔都市開発資金融通特別会計〕
・ソーラーパネル導入促進事業の縮減・廃止   〔石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計〕 
・輸入麦の買入れに係る管理費の削減                     〔食糧管理特別会計〕 
・医療機器整備に係るコストの縮減                    〔国立病院特別会計〕 
 

○ 説明責任（アカウンタビリティー）の強化 
 
  財政全体としての総覧性を確保し、国民的視点に立ってガバナンスを強化する観点から、一般会計に偏ることなく特別会計についても国民に対する分かり易い説明を工夫するなど、説明責任（アカウンタビリティ

ー）の強化を図る。 
【具体例】 
 ・国全体の財政状況、特別会計の歳出についての分かり易い説明    ・一般会計、特別会計等を通じた省庁別財務書類の作成    ・企業会計的手法を活用した「新たな特別会計財務書類」の充実 

○ 歳入・歳出を通じた構造の見直し 
 
 歳出面での合理化に併せ、歳入面での見直しも行

い、歳入・歳出を通じた構造の見直しを行う。 
 
【具体例】 
・不用、剰余金の削減、一般会計からの繰入れの減額

              〔石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計〕

・不用、剰余金の削減に向けた歳出の合理化 
〔電源開発促進対策特別会計〕

・不用、剰余金の徹底した見直しと活用 
〔農業経営基盤強化措置特別会計〕

・名古屋、羽田空港跡地の早期かつ適正な処分 
〔空港整備特別会計〕

・空港ターミナルビル会社等の土地・建物等使用料の

適正な水準への改定                  〔空港整備特別会計〕

○ 特別会計として区分経理を行う必要性の点検 
 
 特別会計の事業内容の不断の見直しを進めて行く過

程において、①特別会計の事務事業を廃止すべきも

の、②その運営主体を見直すべきもの、については、

特別会計として区分経理すること自体を見直す。 
 
【具体例】 
・コンピューター化事業の完了（１９年度末見込み）を機

に、諸情勢を勘案しつつ、廃止を含めあり方を検討 

〔登記特別会計〕

・治山勘定について、森林整備事業との事業計画統合

の進捗状況を踏まえ、そのあり方を検討〔国有林野事業特別会計〕

・両特別会計のあり方と区分の必要性について検討 
      〔石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計及び電源開発促進対策特別会計〕
・国として保険事業を行う必要性について検討 
               〔地震再保険、森林保険、船員保険特別会計〕

○ フォローアップの実施 
 
  財政制度等審議会において、国民的視点に立ったガバナンスを強化する観点から、着実かつ的確なフォローアップを実施。

「特別会計の見直しについて －基本的考え方と具体的方策－」（概要） 
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